
あっという間に１０月です 

季節の変わり目は必ずと言っていい程、体調に変化が出る方がおられます 

コロナ禍による心的ストレスもありますので尚更です 

そんな中でも日々の業務は心身ともに健康に継続していかなくてはなりません

 

★社内連絡★ 

①９月の入社者は４名・退職者は３名でした。 

 

②制服（交換・追加）について 

現在お持ちの制服の【劣化】や【サイズ変更】など交換希望や【洗い替え】の追加 

希望がある方は 11/4 までにご連絡ください。 

１０月分の月報郵送時にメモ書きを同封していただいてもかまいません。 

 

③祝日が変動しています（再通知） 

10/11 は祝日ではありません！お間違えの無いようご注意ください！ 

 

④インタビュー掲載記事ＵＰされています（再通知） 

ご回答いただいたインタビュー内容はホームページや求人広告に記載させていただ

いています。（写真の撮影が完了している方から順に掲載させていただいています） 

なお、掲載された方へは心ばかりのプレゼントをさせていただいています。 

ぜひ、ホームページを覗きに来てくださいね。 

 

⑤ヒヤリハット報告書について（要提出） 

あっという間に年末が近づいてまいりました。 

年末は何かと気が散漫になり何故かせわしくなるものです。 

事前にヒヤリハットを発見し安全に健やかに過ごせるようにしましょう。 

今回の提出期限は 12/4 です！今回も参考になる物は社内報にて紹介させて

いただき、社内取組に対する貢献として手当てが支給されます。 

『危険なことがない』ことよりも『危険かもしれないと感じ取る』ことが大事なのです 

 

⑥従業員健康チェック調査について（要提出） 

季節の変わり目・コロナ禍・インフルエンザの流行時期・・・・・ 

様々な状況下で心身ともに従業員の健康状態を把握しておくために 

定期的に提出していただいています。 

今回も同封の調査票へ記入の上、11/4 までに提出してください。 

提出は FAX（072-980-6323）でもかまいません。（裏面の送信も忘れない様に） 

 

⑦12 月末を以って雇用契約が終了する方について 

10 月中旬頃より雇用契約終了・更新の判断のための面談が順次開始されます。 

面談結果を待たずに契約更新を希望しない方は面談の際に直接お伝えください。 

契約の更新を希望されない方であっても面談は行われます。 

 



自転車利用者のみなさま 

道路交通法 理解していますか？ 
危険行為（15 項目）を犯し最悪の場合は前科が付くことも！理解しておきましょう。 

交通に危険を及ぼす危険行為を繰り返し、３年以内に２回以上検挙された又は事故を起こした自

転車運転者で、さらに交通の危険を生じさせる恐れがあると認められるときは【自転車運転者講

習（３時間）】の受講が義務付けられます（14 歳未満は対象外）。自転車運転者講習は、公安委

員会の命令を受けてから３か月以内の指定された期間内に受講しなければなりません。受講命令

に従わない場合は、５万円以下の罰金に処せられます。 

自転車保険に加入していますか？ 

大阪府では自転車保険の加入が義務化されています！加入確認しておきましょう。 

 

 

 

オネストのホームページの一部です 

こんな感じで掲載されています 

 

http://www.e-honest.co.jp☚検索 

 

もしくは 

オネスト 東大阪 清掃☚検索 

 

 

見てみてくださいね～        

 

危険行為（15 項目） 

・信号無視  ・通行禁止違反  ・遮断踏切立入り  ・通行区分違反  ・安全運転義務違反   

・酒酔い運転  ・指定場所一時不停止等  ・歩道通行時の通行方法違反   

・交差点安全振興義務違反等  ・交差点優先者妨害等  ・環状交差点安全進行義務違反等   

・路側帯通行時の歩行者の通行妨害  ・制動装置（ブレーキ）不良自転車運転   

・歩行者用道路における車両の義務違反  ・妨害運転（2020 年 6 月追加項目） 

http://www.e-honest.co.jp/

